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第８節 小児医療対策（小児救急を含む）

第１ 小児医療の概況

１ 小児医療の現状

小児医療は、誕生から思春期に至るまで、長い期間にわたり、子どもの成長に密接に関わります。

その範囲も、予防接種や健診等の保健予防的なものから高度専門的な小児医療まで広範にわたり、

子どもの健やかな成長に重要な役割を果たしています。

小児は、身体的にも肉体的にも発達段階にあります。そのため、小児の疾患は成人とは異なり、

年齢によってかかりやすい疾病が違うこと、成人と同じ病名でも小児特有の病態をとる場合が多い

こと、初めは一般的な症状でも急変する場合があること等の特徴があります。

近年、少子化や核家族化により地域や世代間で子育てをする機会が失われていくなかで、小児に

特有の病気やその対応に不安を感じる保護者が増加し、小児医療に寄せられる期待とニーズは高ま

っています。

（１）進行する少子高齢社会

昭和55年に約37万人だった本県の小児人口は、平成17年には約20万人（平成12年対比10.8％

減）に減少しています。全人口に占める小児人口の比率も昭和55年の24％から平成17年には13.

9％に減少し、少子高齢社会が進展しています。

資料 「国勢調査」（総務省）

年齢別構成比の推移（青森県）

資料 「国勢調査」（総務省）

年齢別人口の推移（青森県）
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（２）小児医療のニーズ

小児人口は全国的に減少していますが、０歳から４歳の小児患者数はそれほど減少していな

いという調査結果があります。

昭和５９年を１とした時の小児患者の年次推移（日本小児科学会資料）

資料 「病院小児科医の将来需要について（2005年 4月 6日 日本小児科学会）」より引用

（３）小児の死亡率

本県の乳児死亡率（０歳から１歳までの死亡率）は昭和60年に全国平均に近づき、以後、横

ばい状態でしたが、平成17年は全国平均と同じ2.8人（出生千対）でした。

また、平成16年度の乳幼児死亡率（５歳未満の死亡数を５歳未満人口で除した値）は、全国

平均0.7人（人口千対）に対し0.8人、小児死亡率（15歳未満の死亡数を15歳未満人口で除した

値）は、全国平均と同じ0.3人（人口千対）となっています。

青森県の乳児死亡率の年次推移（出生千対）

資料 「人口動態統計」（厚生労働省）
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資料 「平成１８年度医療機能調査」（厚生労働省）

資料 「平成１８年度医療機能調査」（厚生労働省）
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２ 本県の現状と課題

本県は、人口10万人あたりの小児科医数が全国平均を大きく下回っています。

小児救急医療においても、比較的小児科医が集中している地域では開業医と病院小児科の連携に

より休日夜間の小児救急医療体制が構築されていますが、小児科医の少ない地域では地域の少数の

病院小児科が一手に担っている状況です。

また、小児医療の集約による重点化については、全国で８番目に広い県土に人口が散

在しているという地理的状況や気候風土等から、これ以上の集約は小児医療の空白地帯

を生じるおそれがあるなど、実現困難な状況にあります。

（１）小児科医数

全国の小児科医数（医療施設従事小児科医数）は年々増加していますが、本県では増減を繰り

返し、安定した増加はみられていません。

平成18年の人口10万人あたり小児科医数は全国平均（11.5人）の83％にあたる9.6人で、全都

道府県中、少ないほうから５番目でした。県内においても地域差がみられ、県内小児科医のほと

んどが津軽地域、八戸地域、青森地域のいずれかにいて、西北五地域、上十三地域、下北地域は

非常に少ない状況にあります。

資料 「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

都道府県別人口１０万人あたり小児科医数（平成18年）

資料 「平成 18年医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）
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小児科医数（平成18年12月31日現在）

小児科医数

津 軽 47人

八 戸 27人

青 森 38人

西北五 7人

上十三 11人

下 北 6人

県 計（人口10万人あたり小児科医数） 136人(9.6人）

全 国（人口10万人あたり小児科医数） 14,700人(11.5人)

＊「小児科医数」は主たる診療科を小児科とする医療施設従事医師数（複数の診療科に従事している場合の主とし

て小児科に従事するもの、及び小児科のみに従事しているものの合計）、「人口」は平成18年10月１日現在の推計人口

（本県1,423千人、全国 127,770千人）を用いています。

資料 「平成18年医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）

小児人口１万人あたり小児科医数（参考値）

区分 1 5歳 未 満 小児科医数 1 5 歳 未 満

人口 ( H 1 9 . (H18.12.31 １万人あた

地域 3.31現在) 現在) り小児科医

数（参考値）

津 軽 41,345人 47人 11.4人

八 戸 49,871人 27人 5.4人

青 森 44,368人 38人 8.6人

西北五 19,329人 7人 3.6人

上十三 27,229人 11人 4.0人

下 北 11,690人 6人 5.1人

県 計 193,832人 136人 7.0人

＊注：「15歳未満１万人あたり小児科医数（参考値）」は、住民基本台帳年報（平成19年３月31日現在）の０歳から

14歳までの人口と、平成18年医師・歯科医師・薬剤師調査による小児科医数(平成18年12月31日現在の小児科を主

たる診療科とする医療施設従事医師数)により算出したものです。
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（２）小児科医療機関

小児科を標榜する医療機関は339施設（平成19年４月１日現在）あり、そのうち小児科常勤医

がいる病院は29施設、小児科を主たる診療科とする診療所は55施設となっています。

また病院に勤務している常勤小児科医数は81人（平成19年９月１日現在）となっています。

小児科標榜医療機関数 （単位：医療機関数）

区分 小児科標 小児科標榜 計

地域 榜病院数 診療所数

津 軽 8 95 103(30%)

八 戸 13 43 56(16%)

青 森 10 81 91(27%)

西北五 6 30 36(11%)

上十三 7 29 36(11%)

下 北 2 15 17( 5%)

計 46 293 339(100%)

資料 医療薬務課調べ（H19.4.1現在）

＊注：小児科を主たる診療科とするものも含みます。

小児科医療機関数 （単位：医療機関数）

区分 病院小児科 小児科 計

地域 診療所

津 軽 7 15 22 (26%)

八 戸 7 15 22 (26%)

青 森 7 16 23 (27%)

西北五 2 3 5 ( 6%)

上十三 5 3 8 (10%)

下 北 1 3 4 ( 5%)

計 29 55 84 (100%)

資料 医療薬務課調べ(H19.9.1現在)

＊注：ここでは、常勤小児科医がいる病院を「病院小児科」、小児科を主たる診療科とする診療所を「小児科診療所」

としています。

病院勤務小児科医数

地 域 津 軽 八 戸 青 森 西北五 上十三 下 北 計

区 分

常勤小児科医がいる病院 7 7 7 2 5 1 29病院

常 勤 小 児 科 医 数 31 14 22 3 8 3 81人

資料 医療薬務課調べ(H19.9.1現在)

（３）小児専門医療の状況

① 高度専門医療

弘前大学医学部附属病院では、地域の医療機関で対応が困難な小児患者に対する高度医療が

血液、心臓、腎臓、神経、新生児等の専門グループにより提供されています。平成１９年には、

細胞内物質の異常による先天性免疫不全症の小児に対し造血幹細胞を移植し治療することに成

功しています。

小児科標榜医療機関数
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② 身体障害、重症心身障害児等の医療

肢体不自由児施設では、上肢、下肢又は体幹機能に障害を持つ18歳未満の児童に対して、医

学的治療及び理学療法や作業療法等による機能回復訓練、日常生活指導等を実施しています。

また、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童に対応した専門的治療を行う

重症心身障害児施設、進行性筋萎縮症児の治療及び機能回復訓練を行う進行性筋萎縮児施設で

は、心身に障害のある児童に対する専門的な医療を行っています。

県内の肢体不自由児施設等

区 分 名 称 所在地

肢体不自由児施設 県立あすなろ医療療育センター 青森市

県立はまなす医療療育センター 八戸市

重症心身障害児施設等 独立行政法人国立病院機構青森病院 青森市

独立行政法人国立病院機構八戸病院 八戸市

県立あすなろ医療療育センター 青森市

県立さわらび医療療育センター 弘前市

県立はまなす医療療育センター 八戸市

進行性筋萎縮症児施設等 独立行政法人国立病院機構青森病院 青森市

県立施設の年度別１日平均入所児童数 （単位：人）

区分 あすなろ医療療育センター さわらび医療療育センター はまなす医療療育センター

肢体不自由児 重症心身障害児 肢体不自由児 重症心身障害児 肢体不自由児 重症心身障害児

年度 定員 入所児童数 定員 入所児童数 定員 入所児童数 定員 入所児童数 定員 入所児童数 定員 入所児童数

１６ 50 20 50 24 50 17 42 22 40 31

１７ 50 15 50 27 50 19 42 37 40 27

１８ 50 20 50 28 50 25 42 40 40 28

＊注：さわらび医療療育センターは平成１８年４月から重症心身障害児施設に転用。

資料 「健康福祉行政の概要（平成19年４月）」（青森県）

疾患別在所児童数（平成19年４月１日現在） （単位：人）

資料 「健康福祉行政の概要（平成19年４月）」（青森県）

③ 児童思春期の精神医療

県立つくしが丘病院（青森市）では、児童思春期の子どもの心の問題に対する入院専門医療

を行う児童思春期専門病床の開設を平成21年度に予定しています。

脳
性
マ
ヒ

そ
の
他

あすなろ 41 23 8 5 1 4
さわらび 25 13 9 1 1 1

はまなす 67 31 15 3 3 1 1 3 5 3 1 1

計 133 67 32 8 3 1 1 5 6 3 1 6

そ
の
他
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他
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（４）小児救急医療

小児救急には、保護者が重症度を判断しにくいこと、患者本人以外の者が症状を代弁すること

になるため主訴が不明確になる場合があること、一般的な症状から急激に重篤な状態になる場合

があること等の特徴があります。

医療体制においては、重症度に応じて、初期小児救急、入院や緊急手術等を要する二次小児救

急、重篤な三次小児救急に分けられ、特に休日や夜間の小児救急に関しては、あらゆる小児救急

を１ヵ所で担うことができない場合は、開業医の参画による初期小児救急医療と病院小児科の輪

番制等による二次小児救急医療が体系的に確保・構築されていることが望まれます。

一方、命にかかわる小児の救急は病気よりも事故によるものが多く、全国で１歳から14歳まで

の死因の第１位は「不慮の事故」です。また、死亡に至った不慮の事故の内容は、０歳では窒息、

１歳から14歳では交通事故が最も多くなっています。

① 初期小児救急医療

初期小児救急医療は、入院や手術等を要しない比較的軽症の小児救急患者に対応するもので

す。平日日中は各小児科医療機関で対応していますが、休日や夜間の初期救急には、比較的軽

症の急病患者を診療する休日夜間急患センターや在宅当番医制があります。

休日夜間の初期小児救急に対して、八戸市では八戸市休日夜間急病診療所と在宅当番医のい

ずれかに小児科医がいる体制を早くから構築しています。また、弘前市急患診療所では開業医

の参画と協力により全ての休日夜間に小児科医が常駐しており、青森市急病センターでも毎夜

間小児科医が勤務し、小児科医による初期小児救急医療体制を確保、構築しています。

■ 休日夜間急患センターの診療時間と小児科医の勤務状況(平成 19年 12月現在)
【青森市急病センター】（診療科：内科、外科、小児科）

住所：青森市中央１－22－25 TEL 017-773-6477
区分 日 月～金 土
午前
午後 12:00～18:00
夜間 19:00～23:00（小児科医）

【弘前市急患診療所】（診療科：内科、小児科）
住所：弘前市野田２－７－１ TEL 0172-34-1131
区分 日(12/31～1/3,8/13を含む) 月～金 土
午前 10:00～12:00 （小児科医）
午後 12:00～16:00 （小児科医）
夜間 19:00～22:30（小児科医）

【八戸市休日夜間急病診療所】（診療科：内科、外科、小児科）
住所：八戸市根城８－８－39 TEL 0178-22-2277
区分 日(12/31～1/3,8/13を含む) 月～金 土
午前
午後 12:00～19:00 （＊）
夜間 19:00～23:00（＊）

■ 在宅当番医制

休日や夜間に、地域の診療所等が当番で診療を行うものです。診療科は様々ですが小児科

診療所が当番の場合もあります。

平成19年12月現在、青森市、黒石市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市で

在宅当番医が実施されています。

＊ 12/31 ～ 1/3 及びゴールデ

ンウィークは、12:00 ～ 18:00

に小児科医勤務

＊急患診療所に小児科

医が勤務しない日は在

宅当番医が小児科医

＊小児科医が常駐
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② 入院や緊急手術等を要する二次小児救急医療

休日夜間の二次小児救急にあっては、現在、津軽地域において、津軽地域の病院小児科が毎日

交替で二次小児救急医療を提供する小児二次輪番病院体制がとられ、その他の地域ではそれぞれ

の病院小児科が小児科医の当直や呼び出し等で確保しています。（P222参照）
小児科医療施設自体が少なく初期小児救急医療体制が整備されていない地域では特に、地域の

中核的な病院小児科が24時間365日初期小児救急も含めた医療にあたっている状況にあり、小児

科医数が少ない本県で隙間のない二次小児救急医療をまかなうための小児科医の負担は大きく、

医師確保と同時に、重症度に応じた役割分担や医療連携が、医療関係者のみならず、県民の参画

と協力のもとに推進されることが重要となっています。

参考：休日夜間の津軽地域小児救急医療体制 （平成18年１月10日から）

小

児

救

急

患

者

資料 「津軽地域小児救急医療体制リーフレット」より引用

③ 小児救命救急医療

弘前大学医学部附属病院小児科では、重症の急性脳症等の小児患者に対する救命救急医療が提

供されています。また、県立中央病院と八戸市立市民病院に救命救急センターが設置されており、

24時間365日、重症の救急患者に対する救命救急医療を行っています。

④ 死亡率の高い子どもの事故外傷の種類

全国で最も多い小児の死因は０歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」となっていますが、

１歳から14歳では「不慮の事故」です。また、不慮の事故の内容は、０歳では窒息、１歳から14

歳では交通事故が１位となっています。

なお、十和田市では、子どもの外傷予防推進会議を設置するなど、事故を予防する環境づくり

に積極的に取り組んでいます。

不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数とその割合（平成18年・全国）

年 齢 ０歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳

不慮の事故総数 149人 207人 169人 106人

１位（割合） 窒 息（74％） 交 通 事 故（34％） 交 通 事 故（50％） 交 通 事 故（39％）

２位（割合） 交 通 事 故（ 7％） 溺 死（25％） 溺 死（26％） 溺 死（23％)

３位（割合） 溺 死（ 6％） 窒 息（18％） 火 事 (10％） 火 事 (14％）

資料 「人口動態統計」（厚生労働省）
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します。その日の当番病院は最寄り
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重症な場合

に紹介 
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⑤ 小児の救急搬送の状況

平成17年に県内で救急搬送された人は40,036人で、そのうち新生児（生後28日未満の者）は14

3人（0.4％）、乳幼児（生後28日以上満７歳未満の者）は1,689人（4.2％）、少年（満７歳以上満

18歳未満の者）は1,521人（3.8％）でした。

また、救急搬送された新生児143人のうちの26人（18.2％）、乳幼児1,689人のうちの1,079人

（63.9％）、少年1,521人のうちの497人（32.7％）が急病によるものでした。

急病にかかる年齢疾病別搬送人員（新生児～少年）

区 分 新生児 乳幼児 少年

脳疾患 1 10 13

心疾患 2 2 11

消化器系 0 19 32

呼吸器系 4 141 54

精神系 0 2 70

感覚系 0 28 72

泌尿器系 0 0 5

新生物 0 0 1

その他 10 216 88

不明確 9 661 151

計 26人 1,079人 497人

資料 「防災消防の現況」（青森県）

年齢区分別搬送人員（平成１７年）

乳幼児
1,689人
(4.2%)

新生児
143人
(0.4%)

成人
16,370人
(40.9%)

少年
1,521人
(3.8%)

高齢者
20,313人
(50.7%)

急病にかかる年齢区分別搬送人員（平成１７年）

高齢者
13,411人
(56.2%)

成人
8,851人
(37.1%)

新生児
26人
(0.1%) 少年

497人
(2.1%)

乳幼児
1,079人
(4.5%)

急病で救急搬送された人（計）：23,864 人

救急搬送された人（計）：40,036人



小児救急医療支援

事 業 参 加 病 院

*1 青森県こども救急電話相談：休日夜間の小児の急病時に、応急手当の方法や緊急時の受診の目安等について看護師

が電話で相談に応じます。
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休日夜間の小児救急医療提供体制 (平成 19年度）

津軽地域 西北五地域 青森地域 下北地域 上十三地域 八戸地域

【津軽地域小児救急

三 医療体制 】

次

救 弘前大学医学部附属病院（小児科）

急

青森県立中央病院 ・ 八戸市立市民病院 （救命救急センター）

小児二次輪番体制

二

次 国立病院機構弘前病院 西北中央病院 県立中央病院 むつ総合病院 十和田市立中央病院 八戸市民病院

救 弘前市立病院 青森市民病院 三沢市民病院 青森労災病院

急 健生病院 十和田東病院 八戸赤十字病院

国保黒石病院 五戸総合病院

町立大鰐病院

国立病院機構青森病院

(＊平成 20 年４月からは

大鰐病院を除く）

初 弘前市急患診療所 在宅当番医制 青森市急病ｾﾝﾀｰ 在宅当番医制 在宅当番医 八戸市休日夜間

期 ＜小児科医常勤＞ (五所川原市） <小児科医勤務> （むつ市） （十和田市) 急患センター＋

救 (三沢市) 八戸市在宅当番

急 医(いずれかが

小児科医)

(＊初期小児救急医療については P219を参照)

こども救急電話相談*1 ★受付日時：土・日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)

の 19:00～22:30

（電話相談です。治療行為ではありません。） ★電話番号：＃８０００ 又は 017-722-1152

(携帯電話からでもかけられます。)

かかりつけ医（小児科診療所等）

小児の急病

小児科医の当直や呼び出し等で休日夜間の小児二次救急患者に対応して

いる病院(平成 19年 12月現在 平成 19年度医療薬務課調べ )
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第２ 求められる保健医療体制

１ 基本方針

小児の特性に応じ多岐にわたる総合的な対応が求められる小児医療及び小児救急医療が将来にわ

たり安心して受けられる体制を確保するには、小児医療体制の一層の強化が欠かせません。

本県では、小児科医の不足に加え、重症度や緊急度等による役割分担が十分に機能しているとは

言えず、中核病院の小児科勤務医が過酷な勤務環境におかれており、これを改善する必要があるほ

か、新生児医療、多臓器の専門医等による小児高度専門医療や、心や体に障害のある小児に対する

専門医療等の充実も必要と考えられます。

本県において、小児医療を維持しつつこれらを可能とするには小児科医の増加が不可欠であるこ

とから、小児科に関しては重点化を方向性とし、臨床研修指定病院への小児科医の重点的配置、ワ

ークシェアリングや裁量労働時間制度等、性別にかかわらず医師が働きやすい勤務形態と不規則な

加重勤務の解消等の実現に向け、関係機関が共に取り組むことが必要となっています。（第６章第

１節Ｐ325参照）

小児科医の増加による重点化や機能強化が可能となるまでの間は、現有の医療資源の中で地域の

医療資源を踏まえた小児医療連携体制の確保及び充実を図ることが必要です。

また、限られた小児科医療資源を有効かつ効果的に活用するには、保護者が子どもの病気を理解

し適切な応急対応をとれることが大切であるため、保護者への啓発及び相談支援も重要です。

これらを踏まえ、小児医療（小児救急医療を含む。）の医療体制は、次の事項を基本として各機

能の充実を図るとともに、連携し継続して実施される体制の構築を目指します。

（１）保護者に対し健康相談等の支援を行う体制【健康相談等の支援の機能】

① 急病時の対応等の支援

② 事故予防についての普及啓発

（２）病状に応じた小児医療が提供できる体制

① 一般小児医療 【一般小児医療の機能】

◇ 地域で必要な一般的な小児医療に係る診断、検査、治療の実施

② 小児専門医療 【小児専門医療の機能】

■ 小児専門医療

◇ 一般小児医療では対応が困難な高度の診断、検査、治療

◇ 一般小児医療を行う機関では対応が困難な患者や常時監視、治療が必要な患者に対する

入院診療

■ 障害児等への専門医療

◇ 長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、心の問題のある児等への専門医療

③ 高度小児専門医療【高度小児専門医療の機能】

（３）重症度に応じた小児救急医療が提供できる体制

① 初期小児救急医療【初期小児救急の機能】

② 入院を要する小児救急医療【入院を要する救急医療を担う機能】

③ 小児救命救急医療【小児救命救急医療の機能】



- 222 -

生活習慣病や救急医療等に係る保健医療体制の構築 第2章 (第8節）

２ 病態・機能ごとの医療提供体制

小児医療体制について、基本となる機能毎の目指すべき目標と関係者に求められる役割、医療機

能等は次のとおりとします。

（１）健康相談等の支援の機能

① 目標

◇ 子どもの急病時の対応等を支援すること

◇ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資源、福祉サ

ービス等について情報を提供すること

◇ 子どもの事故予防について普及啓発すること

② 関係者に求められる役割

■ 家族等周囲にいる者に求められる役割

◇ 日頃から子どもの健康状態に注意をはらい、症状が悪化する前にかかりつけ医等へ受

診するよう努めること

◇ 子どもの病気について家庭での対応方法等に関する基本的知識の習得に努めること

◇ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと

■ 消防機関等に求められる役割

◇ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を家族等に対し指導すること

◇ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること

◇ 救急医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送すること

■ 行政機関に求められる役割

◇ 休日夜間等の子どもの急病に関する相談体制を確保すること

◇ 急病時の対応等について受療行動の啓発を実施すること

◇ 子どもの事故予防について普及啓発を行うこと

◇ 乳幼児健康診査等、子どもの年齢や発達段階に応じた健診を行い必要な支援を実施す

ること

◇ 妊娠時から出産、育児まで、子育てに関連する保健福祉行政サービスや相談窓口等に

ついての情報を提供すること

◇ 慢性疾患の子どもの生活向上を図るため学習機会の確保や相談支援を行うこと

◇ 感染症予防のための周知啓発等を行うこと

■ 医療機関に求められる役割

◇ 診療時に病気に対する家庭での対応の指導、教育を行うこと

（２）小児医療

（２）－１ 一般小児医療を担う機能

① 目標

◇ 地域に必要な一般小児医療を実施すること

◇ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 一般的な小児医療に必要とされる診断、検査、治療を実施すること

◇ 入院施設を有する場合、軽症の入院診療を実施すること

◇ 他の医療機関の小児病棟やＮＩＣＵ等から退院するにあたり、生活の場（施設を含む）

での療養、療育が必要な小児に対し支援を実施すること

◇ 家族等に対する精神的サポート等の支援を実施すること

◇ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携していること

◇ 専門医療を担う地域の病院と、診療情報や治療計画を共有するなどして連携しているこ
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と

③ 担い手

小児科を標榜する診療所、病院

（２）－２ 小児専門医療

Ⅰ 小児専門医療

① 目標

◇ 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者に対する医療を実施すること

◇ 小児専門医療を実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 高度の診断、検査、治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を行うこと

◇ 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者や常時監視、治療が必要な患者等に対す

る入院診療を行うこと

◇ 小児科を標榜する診療所や小児科医のいない病院等の、地域における医療機関と連携体制

を形成すること

◇ より高度専門的な対応が可能な医療機関と連携していること

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

③ 担い手

病院小児科

Ⅱ 障害児等への専門医療

① 目標

◇ 重症心身障害児等への医療や子どもの心の問題への医療等の小児専門医療を実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、心の問題のある児等への専門医療を行う

こと

◇ 訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行政等との連携により、医療、介護及び福

祉サービス（レスパイトを含む）を調整すること

◇ 重症心身障害児施設等、自宅以外の生活の場を含めた在宅医療を実施すること

③ 担い手

上記の専門医療を担う病院小児科、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設、進行性筋萎

縮症児施設

（２）－３ 高度小児専門医療

① 目標

◇ 地域では対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 広範囲の臓器専門医療を含め、地域の病院小児科では対応が困難な患者に対する高度専門

的な診断、検査、治療を実施すること

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

③ 担い手

弘前大学医学部附属病院

（３）小児救急医療

（３）－１ 初期小児救急

① 目標

◇ 初期小児救急を実施すること
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② 医療機関に求められる役割

◇ 小児科を標榜する診療所や病院は、平日昼間における初期小児救急を実施すること

◇ 休日夜間急患センターや在宅当番医制により夜間休日の初期小児救急医療を実施するこ

と

◇ 休日夜間急患センターや在宅当番医制による初期小児救急の実施が困難な地域では、小

児科医と小児科医以外の医師との協力体制の構築等、実状に即した初期小児救急医療体制

を確保すること

◇ 緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携していること

◇ 地域で小児医療に従事する開業医等は、夜間休日の初期小児救急医療に参画すること

③ 担い手

平日昼間：小児科を標榜する診療所、病院

夜間休日：休日夜間急患センター、在宅当番医制参加診療所

（３）－２ 入院を要する救急医療を担う機能

① 目標

◇ 地域の二次小児救急医療機関間の連携、分担等により入院を要する小児救急医療を２４

時間体制で実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 夜間休日を含めた入院を要する小児救急医療を、地域の病院小児科間の連携等により担

うこと。

◇ 小児科医療資源が著しく少ない地域では、病院内における小児科医と小児科医以外の医

師の協力体制の構築等を含め、実状に即した二次小児救急医療体制を確保すること

◇ より高度専門的な対応が可能な医療機関と連携していること

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

③ 担い手

病院小児科、小児救急医療支援事業参加病院

（３）－３ 小児救命救急医療

① 目標

◇ 小児の救命救急医療を24時間体制で実施すること

② 医療機関に求められる役割

◇ 地域の病院小児科等からの紹介患者や救急搬送による患者を中心として、重篤な小児患

者に対する救急医療を24時間365日体制で実施すること

◇ 小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を運営することが望ましいこと

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

③ 担い手

救命救急センター、弘前大学医学部附属病院（小児科）
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・ 一般的な小児医療に必要とされる診断、検査、治療 
・ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援 
・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携 等 

・ 重症心身障害児等への医療等 
・ 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者や常時監視、治療が

必要な患者に対する入院診療 等 

・ 広範囲の臓器専門医療を含め、地域の小児科病院では対応困難な患者

に対する高度専門的な診断、検査、治療 等 

・ 初期の小児救急医療 
・ 地域で小児医療に従事する開業医等が夜間休日の初期救急医療に参

画 等 

・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域医療機関と連携し、地域

で求められる入院を要する小児救急医療を実施 
・ 夜間休日における入院を要する小児救急医療の実施 等 

・ 地域の小児科病院等からの紹介患者や救急搬送による患者を中心と

して、重篤な小児患者に対する救急医療を実施 等 
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【行政機関】 

・ 休日、夜間等の子どもの急病時の相談体制 

・ 急病時の対応等についての受療行動の啓発 

・ 子どもの事故予防についての普及啓発 

・ 乳幼児健康診査等、子どもの年齢や発達段階

に応じた健診の実施 

・ 子育てに関する保健福祉行政サービスや相

談窓口等についての情報提供 

・ 慢性疾患の子どもの生活向上を図るための

学習機会や相談指導 

・ 感染症予防のための周知啓発等  

 

【県民】 

・ 子どもの健康状態に注意をはらい、症状

が悪化する前にかかりつけ医等へ受診す

るよう努める 

・ 子どもの病気に関する基本的知識の習得

に努める 

・ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な

限り取り除く 等 

 

健康相談等 

 

一般小児医療 

 

小児専門医療 

援支 
【医療関係者】 

・診療時に病気に対する家庭での対応の指

導、教育の実施 

支
援 

 

高度専門医療 

 

初期小児救急 

 

二次小児救急 

 

救命救急医療 

【消防機関等】 

・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要

な知識の指導 

・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送 

援支 




